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《介護職員等処遇改善加算 取得及び取組状況》 

  

 

◎加算取得状況 

 

・介護職員等処遇改善加算Ⅳ（R7.4月～R8.3月） 

  

         

◎職員の資質向上及び職場環境改善の取組状況 

 

・キャリアパスについて、就業規則を整備し周知 

・資格取得支援として、研修受講の為の有給休暇（年次有給休暇とは区別）を付与 

 ・経験、技能、資格等一定の基準に基づき昇給する仕組みの整備 

 ・他産業からの転職者、年齢・経験・有資格者等にこだわらない幅広い採用 

・職場体験の受入れ 

・実務者研修受講支援、ユニットリーダー研修等レベルアップ研修支援 

 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、定期的な相談の機会の確保 

 ・子育て、介護等と仕事の両立のための休業制度等の充実 

 ・職員の事情等に応じた勤務シフトや時短制度、正規職員への転換の制度等の整備 

 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 

 ・短時間勤務労働者も健康診断・ストレスチェックを受診、休憩室設置等健康管理対

策の実施 

 ・高齢者の活躍（掃除、食事の配膳・下膳など介護業務以外の業務の提供）等による

役割分担の明確化 

 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の

気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住

民との交流の実施 

・業務内容の明確化と、職員間の適切な役割分担の取組による作業負担の軽減 

   


